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表附 -2 5 スイスの締結した通商条約の情報通信関係規定の項目比較  

項 目                            通 商 条 約  A - E  G AT S  F - J  K  L  M  N  O - S  T  

電 気 通 信 ル ー ル           

・ 公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス に 係 る ル ー ル           

公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス ・ 利 用   附 5      (附 6 ) *    

[ 1 ]公 衆 電 気 通 信 事 業 者 の 相 互 接 続 の 確 保 (秘 密 の 保 持 を 含 む 。 )     附 6       

[ 2 ]番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ          附 8  

・ 主 要 な サ ー ビ ス 提 供 者 の ル ー ル           

競 争 条 件 セ ー フ ガ ー ド   約 参 1   附 2 ,附 5  附 5   附 5   附 2  

相 互 接 続   約 参 2   附 7  附 6   附 6   附 3  

  技 術 的 に 実 行 可 能 な 全 て の 接 続 点 で の 相 互 接 続   約 参 2 . 2   附 7  附 6   附 6   附 3Ⅱ  

  差 別 的 で な い 条 件 及 び 料 金   約 参 2 . 2   附 7  附 6   附 6   附 3Ⅱ  

  自 己 の 子 会 社 等 よ り も 不 利 で な い 品 質   約 参 2 . 2   附 7  附 6   附 6   附 3Ⅱ  

  細 分 化 さ れ 透 明 で 合 理 的 な 条 件 ,原 価 に 照 ら し て 定 め る 料 金   約 参 2 . 2   附 7  附 6   附 6   附 3Ⅱ  

  [ 1 0 ]加 入 者 回 線 の 細 分 化           

  伝 送 網 の 終 端 点 以 外 の 接 続 点 で の 相 互 接 続   約 参 2 . 2   附 7  附 6   附 6   附 3Ⅱ  

  [ 11 ]接 続 約 款 に よ る 相 互 接 続     附 7       

  [ 1 3 ]接 続 約 款 又 は 協 定 に よ る 相 互 接 続          附 3Ⅵ  

  交 渉 手 続 き の 公 の 利 用 可 能 性   約 参 2 . 3    附 6   附 6   附 3Ⅳ  

  相 互 接 続 に 関 す る 取 り 決 め の 透 明 性   約 参 2 . 4   附 2  附 6   附 6   附 3Ⅴ  

  相 互 接 続 の 紛 争 解 決   約 参 2 . 5   附 8  附 6   附 6   附 3Ⅶ  

[ 1 8 ]コ ロ ケ ー シ ョ ン 等 の 確 保          附 3Ⅲ  

・ 政 府 規 制 に 関 す る ル ー ル           

独 立 の 規 制 機 関   約 参 5   附 9  附 2   附 2   附 6  

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス   約 参 3   附 1 0  附 7   附 7   附 4  

免 許 の 基 準 ・ 標 準 処 理 期 間 の 公 の 利 用 可 能 性 、 拒 否 理 由 の 教 示   約 参 4   附 3  附 3   附 3   附 5  

希 少 な 資 源 の 分 配 及 び 利 用   約 参 6   附 4  附 4   附 4   附 7  

[ 2 4 ]紛 争 解 決     附 2       

公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス ・ 利 用 に 関 す る 措 置 等 の 透 明 性   附 4   附 2       

[ 2 5 ]技 術 中 立 性     附 2       

国 際 標 準 の 促 進   附 7         

協 力   附 6         

デ ジ タ ル 貿 易 ル ー ル           

電 子 的 送 信 へ の 関 税 不 賦 課          7 6  

[ 3 3 ]デ ジ タ ル プ ロ ダ ク ト の 無 差 別 待 遇          7 3  

[ 3 4 ]サ ー ビ ス の 無 差 別 待 遇          7 4  

[ 3 5 ]電 子 商 取 引 の 不 当 な 禁 止 ・ 制 限 の 禁 止          7 5 ,約  

[ 3 9 ]電 子 認 証 の 合 法 性          7 8  

[ 4 0 ]オ ン ラ イ ン 消 費 者 保 護          附 9 ,  8 0  

[ 4 1 ]個 人 情 報 保 護          附 9  

[ 4 2 ]貿 易 文 書 の 電 子 化          7 9  

[ 4 8 ]情 報 交 換 、 協 力          8 2 ,  附 1 0  

[ 3 8 ]大 き な 負 担 と な ら な い 国 内 規 制          7 7  

[ 5 1 ]民 間 部 門 の 自 主 的 規 制 の 奨 励          8 1  

ネ ッ ト 知 的 財 産 保 護 ル ー ル           

[ 5 5 ]サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ の 責 任 制 限 (ノ ー テ ィ ス ア ン ド テ イ ク ダ ウ ン )           

[ 5 6 ]サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ の 責 任 制 限 (概 括 的 規 定 )          1 2 6  

A)  Eu ro p ean  Free  Trad e  Asso c i a t i o n  (EFTA)  (Go o d s :  May  3 ,  1 9 6 0 ;  Se rv i ce s :  Ju n e ,  1 ,  2 0 02 )   
B )  EU- Swi t ze r l an d -L iech t en s t e in  ( Jan u a ry  1 ,  1 9 7 3 )  

C )  EFTA-Tu rk ey  ( Ap r i l  1 ,  1 9 9 2 )  

D)  EFTA- Is rae l  ( Jan u a ry  1 ,  1 9 9 3 )  
E )  Faro e  I s l an d s -S wi t ze r l an d  ( March  1 ,  1 9 95 )  

F )  EFTA- Pa l e s t i n i an  Au th o r i t y  ( Ju ly  1 ,  1 99 9 )  

G)  EFTA-Mo ro cco  ( Decemb er  1 ,  1 9 9 9 )  

H)  EFTA-Mex ico  ( Ju ly  1 ,  2 0 0 1 )  

I )  EFTA-Th e  fo rme r  Yu g o s l av  Rep u b l i c  o f  Maced on ia  ( May 1 ,  2 0 0 2 )  

J )  EFTA- Jo rd an  (Sep t emb er  1 ,  2 0 0 2 )  
K )  EFTA- Sin g ap o re  ( Jan u a ry  1 ,  2 0 0 3 )  

L )  Free  Trad e  Ag reemen t  Be twe en  Th e  EFTA Sta t e s  An d  Th e  Rep u b l i c  Of  Ch i l e  (Decemb er  1 ,  2 0 0 4 )  
M )  EFTA-Tu n i s i a  ( Ju n e  1 ,  2 0 0 5 )  

N)  Free  Trad e  Ag reemen t  Be twe en  Th e  Repu b l i c  Of  Ko rea  A n d  Th e  EFTA Sta t e s  (Sep t emb er  1 ,  2 0 0 6 )  

O)  EFTA-Leb an o n  ( Jan u a ry  1 ,  2 0 0 7 )  
P )  Cen t ra l  Eu ro p ean  Free  Trad e  Ag reemen t  (CEFTA)  2 0 0 6  (May  1 ,  2 0 07 )  

Q)  EFTA-Eg y p t  (Au g u s t  1 ,  2 0 0 7)  

R )  EFTA- SAC U (May  1 ,  2 0 0 8 )  
S )  EFTA-Can ad a  ( Ju ly  1 ,  2 0 0 9 )  

T )  日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 (日スイス EPA )( Sep t emb er  1 ,  2 0 0 9 )  

 

註： GAT S の「附」は電気通信附属書、「約」は約束表、「参」は約束表で参照されている参照文書、 K の「附」

は附属書Ⅸ (An n ex  IX )、 L の「附」は附属書Ⅸ ( An n ex  IX )。 N の「附」は附属書 Ⅹ( An n ex  X)。 T の「附」は附属

書７、「約」は附属書３。  

*相互接続について GAT S 準拠の規定あり。

 

(各協定から筆者作成 ｡ )  

 

 

  


